
★昨年度不登校の小中学生は全国で24万人。埼玉県でも1万
１１７８人の小中学生が学校に通えていない状況です。文部科学
省が全都道府県・政令市への設置を努力義務としている不登校特
例校の設置は急務です。
不登校特例校とは、学習指導要領にとらわれず、不登校児童の実態に配慮した特別なカリキュ

ラムを持つ学校のこと。

★不登校経験者ならではの理解力を生かし、年齢の近い経験者に
よる相談支援により、孤立しがちな家庭をサポートする体制をつくりま
す。（ピアサポート）

不登校の子供たちへの支援を
子供たちへ多様な教育環境を用意する

大野知事と意見交換いたしました

不登校児童の低年齢化が急速に進んでいます

昨年12月大野知事と再就職支援につ
いて意見交換させていただきました。
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